
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁護士・中小企業診断士・産業カウンセラー 

あいさん事務所便り 
 

平成 29 年 2 月号 

 

連絡先：〒４４５－０８５３  

 愛知県西尾市桜木町 3-51-3 林ビル 2階 

電話 ： 0563-53-0220  ＦＡＸ ： 0563-53-0222 

ｅ－ｍａｉｌ：inoue@aisan-law.jp 

 

中小企業のための「事業

承継ガイドライン」のポ

イント 

 

◆ガイドライン策定の背景

は？ 

経営者の高齢化が進み、多

くの中小企業が事業承継を

迎える時期となってきまし

たが、日本の経済を支える中

小企業には、蓄積されたノウ

ハウや技術が多く存在しま

す。 

その価値を次世代に引き

継ぎ、世代交代によるさらな

る活性化を実現していくた

めに、円滑な事業承継は極め

て重要です。 

中小企業庁では、近年の中

小企業を取り巻く状況の変

化を踏まえた事業承継のあ

り方を議論する場として「事

業承継を中心とする事業活

性化に関する検討会」および

「事業承継ガイドライン改

訂小委員会」を立ち上げ、昨

年 12 月に「事業承継ガイド

ライン」が公表されました。 

 

◆ガイドラインの内容は？ 

本ガイドラインの主な内

容は、以下の 3 点です。 

【1】事業承継に向けた早

期・計画的な取組の重要性

（事業承継診断の導入） 

60 歳を着手の目安とした

早期取組の重要性を明記す

るとともに、事業承継に向け

た早期かつ計画的な準備へ

の着手を促すツールとして、

事業承継診断を紹介してい

ます。 

【2】事業承継に向けた 5 ス

テップの提示 

円滑な事業承継の実現の

ために、下記のステップを経

ることが重要とされていま

す。 

・ステップ 1：事業承継に向

けた準備の必要性の認識 

・ステップ 2：経営状況・経

営課題等の把握（見える化） 

・ステップ 3：事業承継に向

けた経営改善（磨き上げ） 

・ステップ 4：事業承継計画

の策定 

・ステップ 5：マッチングの

実施 

・ステップ 6：事業承継／

M&A 等の実行 

【3】地域における事業承継

を支援する体制の強化 

各都道府県において地域

に密着した支援機関をネッ

トワーク化し、支援拠点や支

援センター等と連携する体

制の整備を国のバックアッ

プのもと進めます。 

各支援機関においても、

個々の事業者の課題に応じ

た支援を実施しています。 

 

◆それぞれの課題に応じた

有効な活用を！ 

本ガイドラインはすべて

の中小企業を対象に作成さ

れたものですが、個々の企業

により問題も課題も異なり

ますので、必要な箇所をピッ

クアップして活用すること

が望まれます。 

 

 

2 月から実施！「プレミ

アムフライデー」は定着

するのか？ 

 

◆「プレミアムフライデー」

とは？ 

経済産業省は、月末の金曜

日は早く仕事を終えること

で消費を喚起する「プレミア

ムフライデー」を 2 月 24 日



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に実施することを決め、その

方針や統一ロゴマーク等を

公表しました。 

経団連、流通業界、旅行業

界、サービス業界など 15 の

経済団体と経済産業省が参

加する「プレミアムフライデ

ー推進協議会」は、この取組

を進めるにあたって、働き方

改革などライフスタイルの

変革とも併せて推進し、今

後、付随する商品・サービス、

イベントなどを地域・コミュ

ニティ・企業等で検討してい

くとしています。 

 

◆懸念される問題点 

「プレミアムフライデー」

に参加できる企業はすべて

の企業ですが、当然、飲食店、

百貨店や娯楽施設等の従業

員は働いていなければなり

ません。 

これらに関連する企業の

需要は増えますが、従業員は

忙しくなり、勤務時間も増え

るということになりかねま

せん。 

また、部署によっては月末

の金曜日は仕事が集中する

ため、「終業時刻を前倒しで

きない」という声も挙がって

おり、その際は他の日の残業

が増えるということも考え

られます。 

 

◆経済効果に期待！ 

このように、現段階では

「プレミアムフライデー」の

実施に対する賛否の意見が

ありますが、実施してみない

とわからないところがあり

ます。これが定着すれば全

国的な消費拡大につなが

り、経済効果も期待できま

す。 

なお、企業がこの取組に

対応するにあたっては、月

末の金曜日のみ退社時間を

早めるための規定（就業時

間）の見直し等を行わなけ

ればなりません。 

「プレミアムフライデー」

は様々な方面に影響がある

かもしれませんので、今後

の動向に注目です。 

 

 

2 月の税務と労務の手続

期限［提出先・納付先］ 

 

1 日 

○ 贈与税の申告受付開始

＜３月１５日まで＞［税

務署］ 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特

別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格

取得届の提出＜前月以

降に採用した労働者が

いる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業

開始届の提出＜前月以

降に一括有期事業を開

始している場合＞ 

［労働基準監督署］ 

 

16 日 

○ 所得税の確定申告受付

開始＜３月１５日まで

～当事務所より一言～ 

 今回は、中小企業のため

の事業承継の話題を取り

上げました。 

 この点、当事務所の弁護

士は、中小企業診断士とし

て事業承継分野にも注力

しておるところ、今般、事

業承継アドバイザー３級

資格も取得しました。 

 引き続き、事業承継分野

の専門知識やスキルを高

め、地域の中小企業の皆さ

まの力となれるよう、努力

していく所存です。 

＞［税務署］ 

※なお、還付申告につい

ては２月１５日以前で

も受付可能。 

 

28 日 

○ じん肺健康管理実施状

況報告の提出［労働基準

監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報

告書の提出［年金事務

所］ 

○ 労働保険印紙保険料納

付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安

定所］ 

○ 外国人雇用状況報告（雇

用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職

の翌月末日＞［公共職業

安定所］ 

 


